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１．サービスを提供する事業者 

名称 社会福祉法人ことぶき会 

所在地 宮城県東松島市小野字中之関６番地２ 

電話番号 ０２２５－８７－２３１１ 

代表者氏名 伊藤 寿志 

設立年月日 平成１８年１１月２９日 

 

２．事業所の概要 

事業所の種類 認知症対応型共同生活介護 

事業所の名称 グループホームすみちゃんの家 

主たる対象者 

・東松島市に住所がある方。 

・要支援２から要介護５までで医師より認知症の診断を受けている比較的

状態の安定している方。（主治医意見書または診断書で確認致します。） 

・入院等の連続的な治療の必要がない方。また、医療機関外においても、

連続して医療・看護処置のない方。 

・集団での生活に影響する自傷他害・自殺願望・行動異常等の精神症状の

見られない方。 

・家庭的環境・馴染みのある少人数での生活によって認知症の進行を遅ら

せたり認知症に伴う生活障害が緩和されると考えられる方。 

・本重要事項説明書および契約書に定める事を承認し、事業者の理念およ

び運営方針に賛同して頂ける方。 

事業の目的 

及び 

運営方針 

要介護者であって認知症である者について、共同生活住居において家庭的

な環境と地域住民との交流のもとで入浴、排泄、食事等の介護その他の日

常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように支援を行います。 

施設の所在地

と 

連絡先 

宮城県東松島市小野字中の関６番２ 

電話：０２２５－８７－２３１１ 

ＦＡＸ：０２２５－８６－１８８５ 

施設の開設 

年月日 
平成２６年５月１日 

管理者 黒澤 章市 

利用定員 ９名 
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３．サービスに関わる設備等の概要 

居
室 

種類 洋風 

面積 ９．４㎡、９．３７㎡、９．４９㎡ 

設備 

洗面台 

水洗（洋式）トイレ 

物入れ 

介護用ベッド、ナースコール 

床暖房 

そ
の
他
の
主
な
設
備 

居間 １つ 

食堂 １つ 

台所 １つ 

浴室 ２つ 

消火設備 自動火災報知設備、消火器、スプリンクラー、誘導灯 

床暖房 全館 

 

４．職員の配置 

（１）主な職員の配置状況 

職種 職員数 主な職務内容 

管理者 １名以上 
利用者及び介護職員等の管理を一元的に行

う。 

計画作成担当者 １名以上 

適切な介護サービスが提供されるよう介護計

画を作成するとともに、ご家族、医療機関、

他介護施設、地域社会との連絡・調整を行

う。 

介護職員 ５名以上 利用者に対し、必要な介護、支援を行う。 

（２）職員の勤務体制 

職種 勤務体制 

介護職員 

７：００～１６：００ 

９：３０～１８：３０ 

１１：００～２０：００ 

１９：００～９：００ 

管理者 
８：３０～１７：３０ 

計画作成担当者 

 

５．サービスの利用方法 

（１）サービス利用の申し込み 

  施設内に準備されている「入居申込書」に必要事項を御記入頂きます。後日、こちらか
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らご連絡いたします。 

  すでに、居宅サービス計画の作成を依頼している場合には、事前に担当介護支援専門と

ご相談ください。 

（２）サービスの利用契約終了 

  当施設との契約は契約の終了日を定めておりません。以下の事由がない限り継続してサ

ービスを利用して頂くことができます。 

 ①要介護認定により利用者の心身の状態が、自立または要支援１と認定された時。 

 ②利用者様または御家族様から退居の申し出があった場合。退去を希望される場合は、退

去を希望する日の３０日前までに管理者までお申し出ください。 

 ③利用者が死亡した場合。 

  ①②③のいずれの場合においても、事業者は、利用者の心身の状況、置かれている環境

等を勘案し、必要な支援を行うように努めます。 

  

 ※以下の事由に該当する場合には、事業者からの申し出により退居して頂く場合がござい

ます。 

 ①利用者または御家族が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、または事実と異なる告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大

な事情を生じさせた場合。 

 ②利用者のサービス利用料金の支払いが２カ月以上滞納し、相当期間を定めた催告にも関

わらず３０日以内に支払われなかった場合。 

 ③感染性疾患等により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医

師が認めた場合。 

 ④利用者の行動が、他の利用者の生命等に重大な影響を及ぼす恐れがあり、事業者が十分

な介護を尽くしてもこれを防止できない場合。 

 ⑤利用者が故意に違反行為をし、施設運営に重大な支障をきたし、改善の見込みがない場

合。 

 ⑥当事業者が介護保険の指定を取り消された場合、または指定を辞退した場合。 

 ⑦事業者の減失や重大な過失により、利用者に対するサービス提供が不可能となった場

合。 

 

６．提供するサービスの概要と利用料金 

この項目については、別紙参照願います。介護報酬改定等により変更があった場合には、

別紙のみ更新するものとします。 

  

７．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

苦情受付窓口（担当者） 計画作成担当者 木島 美季  

苦情解決責任者 管理者 黒澤 章市 
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受付時間 ８時３０分から１７時３０分 

時間外及び担当者が不在時には、介護職員が受け付けし、担当

者よりご連絡いたします。 

連絡先 電話：０２２５-８７-２３１１ 

ＦＡＸ：０２２５-８６-１８８５ 

（２）行政機関その他の苦情受付機関 

東松島市高齢障害支援課高

齢介護係 

所在地：宮城県東松島市矢本字上河戸３６－１ 

電話：０２２５－８２－１１１１ 

宮城県国民保険団体連合会 
所在地：宮城県仙台市青葉区上杉１丁目２番３号 

電話：０２２－２２２－７０７９ 

 

８．事故発生時の対応 

 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに利用者の家族等、市

町村に連絡し、必要な措置を講じ、また、事業者の責めに帰すべき事由により入所者に損害

を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 

加入賠償制度 施設事業者プラン 

引受幹事会社 あいおい損害保険株式会社 

 

９．秘密の保持 

 事業所のサービス提供を行う職員また、職員であった者についても、業務上知り得た利用

者またはその家族の秘密を保持することに努めます。 

 

１０．災害発生時の対策 

（１）当施設は、消防法の規程に基づく消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するため

の計画を策定し、職員並びに利用者が参加する消火、通報又は訓練を少なくとも年２回以上

実施するものとします。 

（２）当施設は、消防法の規程に基づく消防用設備及び風水害、地震等の災害に際して、必

要な設備を設けるものとする。また、防災設備等の自主点検を定期的に実施するものとしま

す。 

（３）利用者は、健康上または防災等の緊急事態の発生に気がついた場合は、口頭での申し

出、ナースコール等のもっとも適切な方法で、施設職員に事態の発生を知らせるものとしま

す。 

 

１１．身体拘束の禁止 

 サービス提供にあたり、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体拘束その他の行動を制限する行為は行いません。なお、やむを

得ずに行う場合には、事前連絡または事後に速やかに御家族等に報告し、書面で同意を得る

とともにその対応及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由をサービ
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ス提供記録に記載します。 

 

１２．当施設ご利用の際に留意頂く事項 

（１）来訪・面会 

 来訪者の面会時間は午前８時３０分から午後５時３０分までとなっております。面会の際

は正面玄関のインターホンを押して頂き、面会申込書のご記入をお願い致します。 

（２）医療機関への受診 

 御家族様の対応の受診が原則となります。ただし、緊急時または、御家族様の都合により

受診できない時は、施設長の判断で対応を都度検討いたします。 

協力医療機関 連絡先（電話番号／ＦＡＸ番号） 

鳴瀬中央医院 0225-87-3853／025-87-3982 

真壁病院 0225-82-7111／0225-82-7149 

仙石病院 0225-83-2111／0225-83-4310 

東松島市鳴瀬歯科診療所 0225-87-2249／0225-86-1138 

 

（３）医療行為等 

 ご利用中に必要な医療行為については、御家族様および主治医との相談の上、当施設で継

続して対応可能と判断した場合にのみ、当施設の看護職員により実施することもできます。 

（４）居室・設備・器具の利用 

 施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従って御利用下さい。これに反したご利用によ

り破損等が生じた場合、賠償して頂く場合があります。 

 

（５）喫煙および飲酒 

 喫煙は決められた場所以外ではお断りいたします。飲酒は、御家族と御相談の上同意を得

た上、個々の対応を致します。 

 病歴・健康状態によっては、喫煙・飲酒を管理または御断りする場合があります。 

 

（６）所持品の管理 

 原則として、自己管理となります。 

 

（７）現金等の管理 

 原則として、自己管理となります。自己管理が難しく、事務職員により預かり金管理を依

頼される場合は、お申し出ください。 

 

（８）宗教活動および政治活動 

 施設内で他の利用者に対する宗教活動および政治活動は御遠慮下さい。 

 

（９）動物飼育 
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 居室内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

 

１３．利用時の記録や情報の管理、開示について 

事業者は関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じ

てその内容を開示します。開示に際して必要な複写などの諸費用は利用者の負担となりま

す。 

 記録の保存期間は、サービス提供完了日から５年間です。 

 閲覧・複写が出来る窓口業務時間は午前９時から午後５時となっております。 

※本事業所における記録の項目は次の通りです。 

（１）個別支援計画 

（２）サービス提供の具体的な内容 

（３）やむを得ず身体拘束等を行った場合の状況や緊急やむを得ない理由など 

（４）利用者からの苦情の内容 

（５）事故の状況および事故に際しての対応 

 

１４．第三者評価の実施状況 

 

 

第三者による 

評価の実施状況 

 

 

あり 

実施日 令和 6年 1月 18 日 

 

評価機関の名称 

特定非営利活動法人介護・

福祉サービス非営利団体

ネットワークみやぎ 

結果の開示 WAMNET で開示 

なし 

 

 

附則 この重要事項説明書は平成２６年５月１日から施行する 

附則 この重要事項説明書は平成２７年４月１日から施行する 

附則 この重要事項説明書は平成２９年３月２０日から施行する 

附則 この重要事項説明書は平成２９年６月２８日から施行する 

附則 この重要事項説明書は令和元年１０月１日から施行する 

附則 この重要事項説明書は令和２年４月１日から施行する 

附則 この重要事項説明書は令和３年４月１日から施行する 

附則 この重要事項説明書は令和４年１０月１日から施行する 

附則 この重要事項説明書は令和５年４月１日から施行する 

附則 この重要事項説明書は令和６年４月１日から施行する 

 



7 
 

同意書 

 
令和    年    月    日 

 

 私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、サービス提供開始に同意致し

ます。 

 

  

   利 用 者  住所：                           

           

氏名：                        印  

 

 

   代理人（保証人）  住所：                           

           

氏名：                        印  

 

             続柄：                            

 

 

 

 

 当事業所は、認知症対応型共同生活介護に関するサービス提供及び利用の開始に際し、本

書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

      事業所    住所：宮城県東松島市小野字中之関６番地２ 

             名称：グループホームすみちゃんの家 

 

             説明者：                       印  


